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さいたま市消防局告示第２号 

   さいたま市消防署の組織に関する規程の一部を改正する告示 

 さいたま市消防署の組織に関する規程（平成１３年さいたま市消防本部告示第１号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （分掌事務）  （分掌事務） 

第３条 前条に規定する課の分掌事務は、次のとお

りとする。 

第３条 前条に規定する課の分掌事務は、次のとお

りとする。 

 管理指導課  管理指導課 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 さいたま市火災予防条例（平成１３年さいた

ま市条例第２８１号。以下「条例」という。）

に基づく届出等及び指導（他の所管に属するも

のを除く。）に関すること。 

 さいたま市火災予防条例（平成１３年さいた

ま市条例第２８１号。以下「条例」という。）

に基づく届出及び指導（他の所管に属するもの

を除く。）に関すること。 

 防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関

すること。 

 条例第６９条の２第１項の規定による防火対

象物の消防用設備等の状況の公表に関すること。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 消防１課及び消防２課  消防１課及び消防２課 

 ［略］    ［略］ 

 条例に基づく届出等及び指導（他の所管に属

するものを除く。）に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 管轄内の消防対象物の査察に関すること。 

 管轄内の火災予防の普及啓発に関すること。

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 管轄内の消防対象物の査察に関すること。 

 管轄内の火災予防の普及啓発に関すること。

 条例の届出等に関すること。 

 消防訓練に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

 管轄内の応急手当の普及啓発に関すること。  管轄内の応急手当の普及及び啓発に関するこ

と。 

 ［略］  ［略］ 



 ［略］  ［略］ 

 消防訓練に関すること。 

 資機（器）材の維持管理に関すること。  資機材の維持管理に関すること。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （出張所）  （出張所） 

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 出張所の分掌事務は、次のとおりとする。 ５ 出張所の分掌事務は、次のとおりとする。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 管轄内の消防対象物の査察に関すること。 

 管轄内の火災予防の普及啓発に関すること。

 条例に基づく届出等及び指導（他の所管に属

するものを除く。）に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 救助業務に関すること。  条例の届出等に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

 管轄内の消防対象物の査察に関すること。 

 管轄内の火災予防の普及啓発に関すること。

 ［略］  ［略］ 

 管轄内の応急手当の普及啓発に関すること。  管轄内の応急手当の普及及び啓発に関するこ

と。 

 ［略］  ［略］ 

 救助業務に関すること。 

 資機（器）材の維持管理に関すること。  資機材の維持管理に関すること。 

６ ［略］ ６ ［略］ 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

名     称 位    置 

 ［略］ 

さいたま市

見沼消防署 

 ［略］ 

東大宮出張

所 

 ［略］ 

春野出張所 さいたま市見沼区

春野２丁目６番１

号 

 ［略］ 

名     称 位    置 

 ［略］ 

さいたま市

見沼消防署 

 ［略］ 

東大宮出張

所 

 ［略］ 

 ［略］ 

   附 則 

 この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 



さいたま市消防局告示第４号 

   さいたま市消防同意等事務処理規程の一部を改正する告示 

 さいたま市消防同意等事務処理規程（平成２８年さいたま市消防局告示第２号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第６条、第１０条、第１４条、第１５条、第

１６条、第１９条、第２３条関係） 

 ［略］ 

備考 ［略］ 

様式第１０号（第１６条関係） 

消防用設備等工事計画届出書 

 ［略］ 

 備考 

  １ 工事の種別の欄は、該当する事項を○印で

囲むこと。 

  ２ ※印の欄は、記入しないこと。 

  ３ 平面図（機器等の配置を明記したものを含

む。）、その他必要と認められる図書を添付

すること。 

別表（第６条関係） 

 ［略］ 

備考 ［略］ 

様式第１０号（第１６条関係） 

消防用設備等工事計画届出書 

 ［略］ 

 備考 

  １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４と

すること。 

  ２ 工事の種別の欄は、該当する事項を○印で

囲むこと。 

  ３ ※印の欄は、記入しないこと。 

  ４ 平面図（機器等の配置を明記したものを含

む。）、その他必要と認められる図書を添付

すること。 

   附 則 

 この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 



さいたま市消防局告示第５号 

   さいたま市防火基準適合表示規程の一部を改正する告示 

 さいたま市防火基準適合表示規程（平成２６年さいたま市消防局告示第２号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第１号（第４条関係） 

 ［略］ 

 備考 色彩は、地を紺色、その他のものにあって

は銀色とする。 

様式第１号（第４条関係） 

 ［略］ 

 備考 

  １ 様式の大きさは、日本工業規格Ｂ４とする。

  ２ 色彩は、地を紺色、その他のものにあって

は銀色とする。 

様式第２号（第４条関係） 

 ［略］ 

 備考 色彩は、地を紺色、その他のものにあって

は金色とする。 

様式第２号（第４条関係） 

 ［略］ 

 備考 

  １ 様式の大きさは、日本工業規格Ｂ４とする。

  ２ 色彩は、地を紺色、その他のものにあって

は金色とする。 

   附 則 

 この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 


